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本論文では、経済主体の合理性が制度の漸近的性質にもたらす帰結について、いくつかの

考察が行われている。 

 

１章では，多数決投票による選挙の分析を通じて，投票者の持つ私的情報を上手く引き出

すことが可能か否かを論ずる．選挙における情報集計に関しては，二つの重要な考え方が存在

する．一つ目はコンドルセの陪審員定理であり，大きな選挙においては，たとえ各投票者が間違

った投票を行ってしまう可能性があっても，大数の法則により，多数派は必ず正しいものを選ぶ

ことが出来る．一方，ダウンズの合理的無知は，大選挙の情報集計機能に対して否定な立場

をとる．なぜなら，大選挙において各人の一票が選挙結果を左右することはほとんど有り得無い

ので，人々はコストを支払ってまで情報を獲得しようというインセンティブを持たないからである． 

このような否定的見解に対して，本論文は以下のことを示した．すなわち，たとえ各投票者の

獲得する情報が無視できるほど小さなものになるとしても，集計された情報は正しい結果を導く

ことが可能な程度に大きくなりうるのである．陪審員定理と合理的無知のどちらが成立するかは，

人々の情報費用関数に依存して決定される．厳密には，人々の情報獲得のための限界費用

の増分が情報が小さくなるにつれてゼロに近づくことが陪審員定理成立のための必要十分条件

となるのである．Maltinelli (2006)は同様の結果を限定的な例で示したが，本論文は極めて一

般的なフレームワークにおいても成立することを示した． 

 

２章は、情報構造は所与のものとしたうえで、２つの政策から利益を得る候補者を考える。候

補者は、自分が好む政策が選ばれたとしても、十分な得票率が得られなかった場合、その政策

を完全には遂行しないということとなっている。このような中途半端とも思える政策遂行は、情報

不完備の下では、極端な政策よりも望ましいこともあり得る。さらに、不完全遂行か完全遂行

かの境界となる得票率は候補者が戦略的に選択し、選挙前にコミットすることが可能であるとす

る。このとき、均衡では、この境界値が不必要に過大に設定され、社会的最適値と比して完全

遂行が行われにくくなることが示された。 

 

３章は、オランダ式の競り下げ型オークションに、各競り下げオークションにおける落札の後、つ

ぎの競り下げオークションに移る前に、落札者以外の買い手にもその落札価格と同価格での購

入の機会を設ける「マリ」と呼ばれる手続きを導入することがオークションの性能に与える影響を

考察している。この「マリ」方式は、実際に大田花卉市場において標準的に採られている方式で

ある。 

 まず均衡において、現実の市場同様、正の確率でマリによる購入が発生することが確認され

た。これによって、マリの追加により入札時間の短縮が見込まれることが示された。一方、高い留



保価格を持つ買い手がマリの下では購入できない可能性があるため、余剰の損失が生じること

も併せて示された。いくつかのケースについて、数値計算が行われ、あるケースでは、入札回数が

８０％以上削減される一方で、余剰の損失は１．５％以下にとどまることが示された。さらに、買

い手の人数が増えていく極限では、それぞれ１００％と０％に収束することも示された。したがって、

マリの追加が、わずかな余剰の損失と引き換えに大幅な入札時間の短縮に貢献していることが

示された。 

 

これらの考察のうち、２章の論考は関口洋平氏との共同研究、２章は宮崎浩一氏と

の共同研究、３章は尾川僚氏との共同研究であり、その研究課程をつぶさに見てき

た立場から、両者の貢献が同等のものであるとみなすことができる。また、その質

の高さによって、１章の論考は、３編に分けられたうえで、Economics Bulletin, 
Journal of Public Economic Theory, Economics Letters の３つの国際学術誌にそ

れぞれ掲載された。また、３章の論考はとくに質が高く、American Economic 
Review など、トップクラスの学術誌に掲載されることが期待される。 
 
以上の点に鑑み、本論文は博士号を授与するに十分な水準に達していると審査委員

の全会一致で判断した。 
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